
住専債権の二次損失の処理

○ 住専債権の回収に伴い生じた二次損失は、当初の方針どおり、政府・民間金融機関が２分の１ずつ負担

○ 平成23年12月までに住専債権の回収・処分が終了し、二次損失は、1兆4,017億円

○ 政府負担分については、関係する資金を活用し、新たな財政措置を回避

○ 民間負担分については、金融安定化拠出基金の運用益、金融安定化拠出基金から整理回収機構への出資相当額、

預金保険機構一般勘定からの繰入れにより対応

住専勘定 （住専債権の回収）協定後勘定

住専勘定

基金の運用益から助成

社団法人

新金融安定化基金

（第２基金）

（元本：7,932億円）

④運用益を贈与

民間金融機関

預金保険料納付 拠出拠出

政府

①簿価超回収益 ：2,189億円

②累積利益 ：1,388億円

③協定後勘定利益：1,838億円

④新基金運用益 ：1,662億円

民間

基金運用益 ：1,456億円

累積利益 ：1,388億円

基金元本 ：4,165億円

（破綻金融機関の債権の回収）

③1,838億円の
利益

二次損失：1兆4,017億円（国・民間各々7,009億円）

繰入（3,165億円）

金融安定化拠出基金（第１基金）
（基金総額：10,070億円）

整理回収機構への出資分：1,000億円
運用分：9,070億円
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預金保険法改正

により繰入可能に

(※)政府負担分を超過する68億円は国庫納付される予定。
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